
60 No. 622/May 2012

　目　次

Ⅰ　東日本大震災後と労働政策

Ⅱ　大災害を見越した制度対応のありかた

Ⅲ　労働法制改革の具体的方向

Ⅳ　総合的労働市場政策への道

Ⅰ　東日本大震災後と労働政策

1　大震災発生直後の行政の対応

2011 年 3 月 11 日に発生した大震災は，初発の
地震それ自体よりも，津波による物的人的損害の
はなはだしさによって特徴づけられる。そのため
雇用と労働をめぐる状況も，まずは労働者の生命
と健康への影響（死亡・負傷等），家族と自宅の被
災，就労先の被災による失業，賃金未払いという
事態となって現れた。また使用者側についても，
直接の被災による操業停止，親会社や関連企業の

被災による経営困難等が労働者の処遇に大きな影
響をもたらしたのである。

しかし，このような未曽有の緊急事態に対して
行政も可能な限り迅速な対応を示したことは特記
されてよい。厚労省は，震災当日に 20 本弱の通
達や事務連絡通知を矢継早に発し，要介護者，高
齢者，障碍者などへの支援と救援を要請したり，
社会保険の被災者負担分についての猶予等を指示
するなど，特に配慮が必要な人々への明確な姿勢
を示したほか，雇用・労働の領域についても，労
災保険の申請給付について迅速柔軟に対処するこ
と（基労補発 0311 第 9 号）をただちに指示するな
どのスピーディーな対応を示した。

さらに厚労省は，3 月 17 日に職発 0317 号第 2
号「東北地方太平洋沖地震等の発生に伴う雇用調
整助成金の特例について」を発して雇用調整助成
金給付について被災地の事業主に関し特例を設け
たが，4 月 5 日にはそれを拡充し（職発 0405 第 16
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本稿は，将来の労働法制について，東日本大震災後の状況を踏まえて検討したものである。
東日本大震災に対して，日本政府は緊急の政策対応を行った。それは十分とはいえないも
のの，労働市場の急激な混乱を防ぎ，雇用を可能な限り維持するために効果的であった。
しかしこの政策の基盤となったのは旧来型の雇用保険制度であり，今後も同じ方法を繰り
返すことは妥当ではない。日本は，大震災前から，非正規労働者の増大や就業者の逓減を
経験し，ワークライフバランスの確立などの要請にも迫られている。こうした事態を踏ま
え，かつ大規模な災害が起こることを想定した労働法制を構築するためには，就労可能性
をできるだけ拡大することが重要である。具体的には，第一に，非正規労働者に対してキャ
リアアップや職業訓練の機会を付与し，NPO や労働者協同組合など会社就職以外の就労可
能性を確立すべきである。また第二に，安定した雇用に至る前段階の第二労働市場の機能
を強化すべきであり，そのために求職者支援制度の拡充や労働契約システムの確立も検討
する必要がある。
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号）ただけでなく，雇用保険，労災保険，未払い
賃金の立替払い事業，生活保護，労働基準法・労
働契約法全般についても，被災者の便宜を十全に
考慮した対応を可能にするための通達や指示を発
している 1）。加えて厚労省は，7 月 19 日には「東
日本大震災関連情報」として必要な情報をまとめ，
サイトで公開して総合的・機能的な利用を促した。

以上のような行政の努力は，少なくとも緊急事
態への対応としては十分に評価されうる内容であ
り，こうした努力が被災地の雇用問題の深刻化を
ある程度食い止めることができた要因となったこ
とは間違いない。

すなわち，今回の大震災が労働関係にもたらし
た最大の被害は，労働者の生命・健康・安全の喪
失ないし毀損であり，これらは緊急事態であって
何よりも直接的かつ迅速な救済が必要となる。具
体的には，労災に対する救済の速やかな実現，雇
用喪失による失業状態の確実なサポート，負担軽
減措置の即応等であり，そのために効果的なのは
行政による公的対応である。また，今後の展望が
全く持てない状況の下で，雇用調整助成金の支給
条件の緩和やその拡大により，ある程度の雇用の
維持を期待できるとの安心感をもたらすことで，
新たな雇用環境の整備にも備えることが可能とな
るといえよう。

しかし，他方ではこれらの事態は，当時の行政
活動としてなしうることの限界をも示したといえ
る。その 1 つは，上記の利点と表裏の関係になる
が，いずれもそれまで用意されていた諸方策を前
提としてその迅速な実施やある程度の拡大にとど
まり，大胆で広範な政策展開にはいたらなかった
ことである。たとえば，雇用調整助成金の要件緩
和や拡大は確かに一時的には労働市場の混乱を避
ける効果があろうが，もともとこれはできるだけ
縮小し，将来的には廃止まで議論の俎上に上って
いた制度であり，それが主要な対策ツールとして
利用されることは本来好ましくないはずである。
また，社会保険の負担分猶予は被災労働者の負担
を軽減する意味で有効であるが，たとえば雇用保
険の発動機会自体も増加するであろうことを踏ま
えると，その原資が縮小することが見込まれるよ
うな措置は，結局国庫負担の増大につながること

となり，財政のさらなる悪化につながりかねない。
2 つ目に，行政機関自体も被災している現状に

おいて，制度的対応が思うように機能しない状況
を避けられない点である。実際，今回の震災では
東北被災県の労基署やハローワーク，労働行政管
轄主体も被災し，周囲の各機関からの応援に依拠
せざるを得なかった。行政による対応の限界は当
然予想されるところであったから，民間の支援が
重要な役割をになうべきであったが，民間 NPO
が効率的かつ効果的に活動できるようにサポート
するような制度がなく，実際には非常に多くのボ
ランティアが個人的，集団的に被災地に向かった
のに必ずしも行政の限界を補完するだけの機能を
果たせなかったのである。

2「日本はひとつ」しごとプロジェクト

震災後の雇用政策において分岐点を画したの
は，政府が本格的な総合的施策としてまとめ，実
施した「日本はひとつ」しごとプロジェクトであ
る。まず政府は，3 月 28 日の段階で政府内に「被
災者等就労支援・雇用創出推進会議」を設置し，
4 月 5 日にプロジェクト・フェーズ 1 を，同月 27
日にフェーズ 2 を取りまとめた。

フェーズ 1 は，基本的対処方針を①復旧事業な
どによる被災した人々への就労機会の創出，被災
地企業，資材の活用②被災した人々や地元の意向
を十分に踏まえつつ，希望する被災者が被災地以
外の地域に就労可能にしていくことなどにより，
被災した人々のしごとと暮しを，いわば日本中が
ひとつとなって支えていく，という 2 点にまとめ，
具体策として，第一に，インフラの復旧やがれき
の撤去，仮設住宅の建設，被災住宅の補修・再建
など復旧事業を推進すること，重点分野雇用創造
事業と緊急雇用創出事業とを拡充して，震災対応
分野を加え，雇用期間の 1 年の制限を廃止する
こと，当面の復旧事業における地域の建設企業の
受注確保を推進したり，被災離職者を対象にした
雇入れ助成金によるインセンティブを付与するこ
となどにより，地元優先雇用を実現することを，
確実な雇用創出の手段として決定した。また第二
に，被災した人々としごととのマッチング体制を
構築することを目的として，ハローワーク機能の
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拡大や被災地域における被災者向けの合同企業説
明会の開催などによる被災地域のマッチング機能
強化，農林漁業者や自営業者などの就業機会の確
保等による被災地以外におけるマッチング機能の
強化をめざすこととした。さらに第三に，被災し
た人々の雇用の維持・確保を目的として，特例地
域を拡大したり被災地の事業所等との取引関係が
緊密な被災地外の事業所に新たに特例措置を認め
るなどによる雇用調整助成金の拡充，奨励金の拡
充による被災学生などへの就職支援等をかかげた。

フェーズ 2 は補正予算や法律改正などによる具
体的な総合対策を行うことを目標とし，フェーズ
1 による対策をさらに進めることを前提として，
被災した人を雇い入れる企業に対して被災者雇用
開発助成金を支給すること，ハローワークの出張
職業相談の強化や求人開拓推進員の増員による求
人開拓を推進すること，そして雇用調整助成金の
活用を推し進めて，特例対象期間（1 年）中に開
始した休業を最大 300 日間助成金の対象とするこ
とや，被保険者期間 6 カ月未満の人を対象とする
暫定措置を延長することとした。

さらに，上記会議は 10 月 25 日に，第三次補正
予算を踏まえてフェーズ 3 をとりまとめ，雇用復
興を支える予算措置等を背景に，数値目標を具体
的にかかげ，地域経済・産業の再生・復興によ
る雇用創出（5.7 兆円，雇用創出効果 35 万人），産
業振興と雇用対策の一体的支援（0.4 兆円，雇用創
出効果 15 万人），復興を支える人材育成・安定し
た就職に向けた支援等（0.1 兆円，雇用下支え効果
7 万人）の 3 つを明記した。これらを実現するた
めの具体策としては，成長分野の生産拠点等への
国内立地補助の創設や中小企業向け金融支援の継
続・拡充などを通した企業支援，農地・農業用施
設，漁港・漁場機能等の早期復旧・強化や風評被
害を阻止することによる農林水産業・観光業の支
援，新規立地新設企業を 5 年間無税の新規立地促
進税制の創設などによる法人税の軽減化，雇用保
険の給付を被災 3 県（岩手・宮城・福島）の沿岸
地域等で 90 日分延長することなどがあげられた。

これらのうち，実際の施策を財政的基盤を背景
として具体的かつ直接的に示しているのがフェー
ズ 3 であり，これについては 1 月の段階で実施見

通しが明示されている 2）。
まず，「地域経済・産業の再生・復興による雇

用創出」の領域では，中小企業等グループ補助金
を 2064 億円投入し，2012 年度予算にさらに 500
億円を計上している。また仮設店舗・仮設工事
等の整備事業については，515 カ所の要望のうち
201 カ所が完成している。しかし，このほか農林
水産業支援，地域包括ケアの推進，東日本大震災
復興交付金の創設，環境・新エネルギー事業の推
進が列挙されているものの，いずれも投入資金額
や数値による成果の表示はなく，計画や事業の実
施が 2012 年度中に見込まれるなどの抽象的な内
容にとどまっている。つぎに産業振興と雇用対策
の一体的支援の領域では，被災地雇用復興総合プ
ログラムにより，被災 3 県で 3 月までに 5000 人
の雇用創出を見込み，2012 年度に 4 万 5000 人程
度の雇用創出を見込んでいる。同様に震災等緊急
雇用対策事業の積み増し等による雇用創出により
3 月までに 5000 人の雇用創出を見込み，2012 年
度に 2 万人程度の雇用創出を見込むとする。加え
て復興を支える人材育成・安定した就職に向けた
支援等の領域では，公的職業訓練の訓練規模等の
拡充支援に関し被災 3 県で 1 万 2165 人に公的職
業訓練を実施し，2012 年 1 ～ 3 月までに 6468 人
分を設定するとしているほか，被災者向け「農の
雇用事業」により 4 月末までに 550 人の研修生を
採択予定とし，新卒者就職実現プロジェクト事業
の延長により 3 月までに 2500 人の被災新卒者等
の雇用支援を行う見込みとされている。

さらに，失業手当を利用した支援は震災直後か
らなされていたが，フェーズ 3 の取り組みに合わ
せ，その成果を確認するとともに，以後は失業給
付の延長を打ち切り，地域経済の再生・復興のた
めの産業政策の推進やハローワーク機能の駆動に
より復旧・復興需要による求人のフォローを確実
にすることなど雇用創造に全力を尽くすことを宣
言している。ちなみに被災 3 県における 2011 年
11 月の受給者実人員は 6 万 4232 人であった。

3　労働政策の評価と課題

東日本大震災からようやく 1 年となる時点で，
対応する労働政策を適切に評価することはできな
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いであろう。しかし，今回の震災を踏まえた新し
い労働法制のありかたを検討するにあたっては，
さしあたりこれらの総合的な政策のこれまでの効
果について一定の評価を加え，これに即した今後
の対応の方向を模索することが妥当であろう。

この観点から見ると，まず上記のように，雇用
をめぐる政策プロジェクトはいかにもスピード感
に欠ける感が否めない。1 月段階での「しごとプ
ロジェクト」の政策実施見通しが示す具体的な数
字は，ほとんどが以後の見通しであり，過去の成
果は，失業給付や雇用調整助成金など旧来からの
給付システムの拡充や一時的な支援によるものが
主であり，3 月 28 日の段階で立ち上げられたタ
スクフォースの成果としては物足りないと言わざ
るを得ないであろう。また，今後の見通しについ
ても，雇用創出効果として数値が上がっているの
は合計しても 7 万人足らずであり，それ以外は産
業政策やハローワークの機能に頼った定性的な想
定にすぎない。特に，事態の緊急性から見ると，
2011 年度初頭にフェーズ 1 が公表されていなが
ら，2012 年に見込まれている雇用創出効果が具
体的数値として 7 万人弱という状況は政策の実効
性自体に対する疑問をも生じさせるものといえよ
う。

他方で，震災による雇用への影響は，最悪の予
想に比べればきわどく踏みとどまっていると評価
できる。有効求人数の推移をみると，宮城，福島，
岩手の被災 3 県における求人は，さすがに震災当
月の 2011 年 3 月は合計で前月比 8.9 ％の減少を
見ているが，その後 2011 年を通じて，ほぼ一貫
して前月比を上回っており，3 県計の求人数は，
2011 年 3 月の 6 万 1290 人から 11 月は 10 万 6239
人にまで増加している。このうち新規求人数も，
3 月には前月比 26.6 ％という大幅な減少をみたも
のの，直後の 4 月には前月比 61.5 ％の急増とな 
り，その後 8 月を除いて増え続けて，11 月に
は 4 万 3484 人の新規求人を見ており，これは
3 月の 2 万 1578 人に対して 100 ％以上の増加と
なっている。また就職件数も，3 月には前年比で
40.7 ％，4 月で同 19.5 ％という激減をみたもの
の，5 月から 8 月までは前年比で平均 20 ％以上
の激増となり，11 月段階で前年比 11.9 ％増の 1

万 1864 人が就職している。もちろん他方で，雇
用保険離職票等の交付件数は被災 3 県の 3 月 12
日～ 12 月 18 日の総計で 20 万 4036 件，前年比 1.5
倍という状況も見逃せないが，こうした状況の大
勢は，住宅，医療，福祉，産業復興といった他の
分野に比べれば，雇用については予想以上に良好
なパフォーマンスを保ったといえる。

こうして，政府の大規模なプロジェクトの効果
が必ずしも十分な効果をあげていないにもかかわ
らず，雇用はそれなりに守られてきているという
状況は，旧来型の雇用対策である雇用調整助成金
による雇用維持，ハローワークや地域のネット
ワークを通じた就労確保という対応が非常に有効
な機能を果たしていることを示すとともに，政府
の新規プロジェクトがこれを補完するだけの意義
さえ示しえていないという評価をもたらす。旧来
型の対応がこれだけの危機にあってその有効性を
再確認されたことは貴重であるが，それは被災 3
県の労働市場の構造や雇用環境の特性にもよる。
同様の災害を避けることのできない将来を考える
にあたっては，今回のプロジェクトの課題を踏ま
えて，労働法制をどのように再構築することが求
められているのかを検討する必要があろう。

Ⅱ�　大災害を見越した制度対応のありか
た

従来，経済変動が雇用にもたらす影響は，資本
主義経済の内在的な運動法則を前提として検討さ
れてきた。好況がバブルを生んで恐慌に至り，不
況期が続いて次の好況を準備する循環過程の中で
どのように完全雇用を実現していくかが雇用政策
の中心的目的であったといえよう。2008 年のい
わゆるリーマンショック以降の経済状況は，恐慌
のおそれさえ否定できない深刻な影響を世界経済
にもたらしたが，これへの対応も雇用領域におい
ては従来どおりの政策のバリエーションが中心で
あり，雇用保険のフル稼働によって収縮する労働
市場を下支えし，雇用調整助成金の拡充を通して
各個別企業に雇用維持の努力を促す措置等が展開
された。この中で，のちにも触れる求職者支援法
が成立・施行に至ったのは，曲がりなりにも新し
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い法制度の構築という意味で注目されるもので
あった 3）。

こうした経済変動の構造と雇用政策の目的とに
ただちに基本的変化が見られるわけではないが，
今回の大震災のように無視できない大きな外的要
因によって瞬時に雇用システムが大打撃を受ける
という状況を考えると，そうした突発的事態にも
一定の耐性を持った雇用システムが必要となるこ
とは言うまでもない。特に日本は，世界有数の地
震国であり，また多くの火山を有するとともに大
小の河川が多く，領土は四方を海に囲まれている
といったことから多様な自然災害の可能性を常に
内包している国である。M 7 を超える震度の首都
圏直下型地震が 4 年以内に 70 ％の確率で生じる
との予想が取りざたされることからも明らかなよ
うに，雇用システムに災害の発生を予期した機能
を組み込むことは日本の宿命といってもよいであ
ろう。

それではどのような雇用労働政策が考えられる
べきなのか。まず前提となるのは，大規模な不測
の事態への対応は二重三重のショックアブソー
バー，つまりは衝撃の緩衝装置が不可欠だという
ことである。たとえば，それぞれの企業において
可能な限り雇用を維持することを促す長期雇用保
護システムは，企業活動それ自体がきわめて短期
のうちに連鎖的に崩壊してしまうような場合には
機能しない。一挙に放り出された大量の失業者の
多くが，それまで就労していた企業固有のキャリ
アしか身につけていなければ，就業転換をスムー
ズに進めることができないのは明らかである。雇
用の短期における大規模な喪失を想定した仕組み
を構築する必要があろう。

このような場合に必要なのは，第一に，労働者
が速やかに転職先を見つけることができるような
普遍的職業能力を普段から身につけることを促
進・助成すること，及び転職市場の拡充，そして
不安定雇用に定着してしまわないように常にキャ
リアアップの道を開いておくことであろう。これ
らは，突発的な労働市場の急激な縮小への予防策
として検討されることになる。第二に，NPO や
労働者協同組合，マイクロビジネス組織など多
彩な就労機会を助成したり，独立自営業者によ

る協同組合など非雇用就労機会をも拡充すること
も本格的に検討されるべきである。就労のありか
たが雇用に特化しがちな日本の社会構造を若干修
正し，選択肢を可能な限り広げることで，労働市
場政策を超えた対応が可能となろう。そして第三 
に，こうした雇用就労政策を円滑に実現するため
には，当然ながら，移行過程における労働者の立
場に十分な配慮が必要であり，一方で離職期間の
サポートの充実，他方で転職やキャリア形成のプ
ロセスにおける適切な手続きの確立が求められ
る。これらについては，単に雇用保険や時限的な
金銭給付等で対応されるべきではなく，恒常的な
システムによることが望ましい。さらに，仮にこ
うした環境整備が十分に整うのであれば，解雇の
金銭解決制度や兼職の原則的自由化なども射程に
入ってくることとなろう。

以上のような政策・制度の実施により，労働市
場には安定性と柔軟性がいっそう強くなり，突然
の雇用創出に直面しても，多彩な雇用吸収のメ
ニューが提供できるはずである。

今回の大震災以前から，すでに労働市場の流動
化や雇用形態の多様化は進んでいたし，それが拡
大こそすれ縮小するとは考えられていなかった。
上記に記載したような新しい雇用就労政策は，場
当たり的に突然必要となったものではなく，これ
までの経緯からも自然に採用できるといえる。

Ⅲ　労働法制改革の具体的方向

1　ジョブとキャリアの確立

今回の震災後，政府が直接に被災地の雇用創出
に投入したのは重点分野雇用創造事業と緊急雇用
創出事業の拡充による雇用創出基金であった。各
自治体はこれを基盤として被災地の雇用創出に苦
闘しているが，その一つが，被災者自身が災害地
の復旧・復興のための事業に参加し，就労して
現金を得て生活再建に役立てるもので，これは
キャッシュ・フォー・ワーク（CFW）の概念に該
当する措置である。具体的には，被災地における
避難場所の運営にかかるさまざまな仕事（見守り，
高齢者や子供への対応，炊き出し，行政事務のサポー
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トなど）等を対象としてこれに従事した被災者に
対価を給付する。もともとアフリカの難民に対し
て干ばつ対策など一定の就労ごとに食糧を配分す
るプロジェクトに由来する 4）が，その後災害後
の雇用と復旧・復興を被災者の力で実現していく
ためのツールとして利用されるようになった。
CFW はあくまでも災害直後の復旧・復興への被
災者自身の参加という初期目的のために活用され
るもので，復興が一定の軌道に乗ってからの安定
就労にどのように結びつけるかが課題であること
はいうまでもない。これについては，CFW の担
い手が行政のほかに NPO などの組織，市民団体，
それにマッチングの効率化のために多くの人材ビ
ジネス会社が対応していることなどから，仕事ご
とのネットワークを拡大し，体系化していくこと
によって，事業としての独立性を強め，やがては
一定の恒久的就労手段となることが期待されてい
る。

この方式が注目されるのは，雇用調整助成金の
拡充や中小企業への助成による企業の雇用維持，
現地の産業復興や新規産業構築による雇用の創出
などの対策が旧来型の企業特化型雇用を再生する
ことにつながり，将来再び今回のような災害にみ
まわれた場合にはまた同じ問題を生じることが予
想されるのに対して，仮に CFW の方式が新たな
事業体を生み出していくなら，それは旧来型の自
己完結的な企業パターンとは異なる就労のモデル
を形成していく可能性が認められることにある。
たとえば，震災後には，自衛隊や行政機関のほか
多くのボランティアが現地に結集し，また労働組
合や市民団体，労働者協同組合の組織などが復旧
作業にあたったが，これらの諸組織・団体による
作業は一時的で被災地に定着した就労を将来にわ
たって生み出すという展望に直接つながるわけで
はない。まずは旧来型の雇用のありかたに対して
オールタナティブとなりうる就労システムを構築
することが急務であるとすれば，CFW の方式を
恒常的な就労に結びつけるために必要な環境整備
を積極的に行うべきであろう。NPO の設立と運
営に対するいっそうの助成・促進措置，労働者協
同組合の法制化，マイクロビジネスの支援，社会
的企業の新規設立の促進などに加え，ユニオン

ショップの撤廃，チェックオフの撤廃，労組法上
の使用者や労働者の拡大，労組支援税制等労働組
合が企業から独立した存在となりうるための法整
備も必要となろう。

他方で，こうした新しい事業体は，事業体それ
自体の大規模化や収益拡大ではなく，担っている
事業への参加，それに応じた専門性の高度化等が
基本的モチベーションとなる性格を有することが
想定される。そこで，当該事業の組織内部的属性
よりは個々の就労者のジョブやキャリアが重視さ
れる傾向が強まるであろうことを踏まえ，キャリ
ア向上のための制度・機関を整備することが求め
られよう。これは，労働市場全体の流動性を高め
ることにつながり，いっそうの国際競争力強化を
せまられる旧来型企業社会にとっても十分に益を
もたらすはずである。アメリカの優秀な大学生の
最有力の就職先が IT を中心とするベンチャー企
業で，大企業組織への組み込まれは必ずしも最優
先されないことはよく知られている。日本におい
ても，新しい事業体のありかたが普及するなら，
高い能力を経営効率の高いマイクロビジネスで
キャリアとしてさらに向上させ，新たな NPO 創
設につなげるという若者も増加するであろう。こ
れまでも，企業専属的能力ではなく普遍性のある
能力やキャリアを備えた人材育成の必要性は繰り
返し指摘されてきた。従来の雇用社会のありかた
を前提とした改革ももちろん不可欠であるが，同
時に新たな就労システムを見越した対応も看過す
ることは許されない。とりわけ，常に大災害の危
険を織り込んだ労働市場政策を検討せざるを得な
い日本では，就労システムの再編は避けて通れな
い課題であろう。

2　就労システムの再編

災害対応型の労働市場を構築するためには，以
上のようなジョブ・キャリア重視型就労傾向の受
け皿となる事業体の形成が不可欠となる。このう
ち，NPO については，まだまだその機能を十全
に展開させるための法整備は十分ではないといえ
る。一方で設立基準の緩和（10 人以上の社員要件
の緩和，認証手続きの簡素化等），寄付税制の優遇
措置（寄附金控除における足きり額の縮小（所得税
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1 万円，地方税 10 万円），認定期間（2 年間）の延長
や仮認定の導入等）を早急に実現するとともに，
他方で反社会的団体の参入を阻止し，適正かつ活
発な活動をうながすために事業報告や事業内容の
公開など透明性の確保を強化することも必要であ
ろう。現在，NPO の 6 割は収入が年間 500 万円
以下であり，財政状況は赤字の状態にある団体が
46.7 ％・債務超過にある団体が 14.9 ％であるとい
う由々しい事態の背景には，当然法制度の不備や
行政の対応に還元できない多くの課題があるが，
まずは制度的対応を推進することが重要であるこ
とは間違いない。 

また，労働者協同組合の法制化がいまだに進ま
ないことも問題と言える。労働者協同組合は，日
本以外の先進国では幅広く採用されている方式で
あり，前世紀半ばにスペインのアリスメンディ
アリエタ神父によってモンドラゴンに設立された
ことに始まり，その後急速に発展を遂げた方式で
ある 5）。一般の事業協同組合とは異なり，労働者
自身が出資して設立し，就労して得た収益は労働
者自身に配当される。あくまでも労働者自身によ
る設立・運営・利益回収なので，そこに原則とし
て労働契約関係も労使関係も存在せず，参加する
労働者は労基法上の労働者とはならない。もちろ
ん，制度対応の工夫によってはそうでない方式も
可能であるが，現在提出されている労働者協同組
合法の草案では労働者性を否定している。労働者
協同組合が国際的に一般的な組織であること，す
でに法案提出段階まできていながら，結局制定に
は至っていない背景についても複雑な要素が混在
していることは否定できないが，何よりも重要な
のは，一般社会の広範な承認や，労働弁護団など
本来協力関係にあるべき諸団体からの十分な支持
がえられないことであろう。確かに，「チープレ
イバーに悪用される危険」について全面的に否定
することはできないが 6），それは労働者協同組合
固有の問題ではなく，非正規労働者の激増や時代
の変化に対応した賃金制度の立ち遅れなどによっ
て生じている一般的な問題である。就労可能性の
拡大を妨げる根拠としては薄弱であり，再考が望
まれる。何よりも，労働者協同組合は国際的な協
力の土台もしっかりしているのみならず，女性や

高齢者など通常の労働市場において不利益を受け
やすい求職者が活躍できるノウハウを蓄積してい
る。法制化の促進が望まれるといえよう。

3　労働法制の展望

（1）基本的枠組み
大災害のような外的な突発的衝撃が大規模にか

つ深刻な影響をもって生じることを想定した具体
的な制度対応に加え，現存の労働法制を踏まえた
うえでの将来的な方向が問題となろう。労働法制
は，21 世紀に入ってから，労働審判制を基軸と
する労働紛争解決システムの構築，派遣法やパー
ト労働法の改正および有期労働契約法制への取り
組みなど非正規労働者法制ともいうべき領域に属
する法制度の拡大と深化，労働契約法の制定など
大きな変化をとげつつあるが，災害対応を念頭に
置いた検討は十分になされてこなかった。平時の
システム自体を再構築することが優先されるのは
いたしかたないとしても，それを中心としつつ新
たなメカニズムや解釈論を加える必要があろう。

その基本的な枠組みは，前述のような制度対応
と表裏の関係になろう。すなわち，応急措置とし
てのジョブメニューの拡充や汎用性のあるキャリ
ア形成を促し，非雇用就労を含めた就労可能性の
拡大と確保をめざし，また移行過程のマイルドな
展開を維持したうえで，弾力的かつ柔軟な労働市
場の実現を促進することを理念として，その直接
の対象となりうる非正規労働者や女性，高齢者，
フリーター・ニート，外国人などの潜在力を十全
に発揮させ，労働者すべてのワークライフバラン
スを実現し，労働市場を活性化させるメカニズム
を実現することとなるべきである。
（2） 非正規労働者への対応とワークライフバラン

ス
経済構造の変遷や少子高齢化などさまざまな要

因による労働者像の大きな変化は，これに対応し
た立法・行政の取り組みを促してきた。ワークラ
イフバランスの理念が浸透し，その影響も受けて
パート労働法に均衡処遇に関する規定が盛り込ま
れ，また育児介護休業法の内容が拡充されている。
また，雇用形態の多様化を象徴する就労形態であ
る派遣労働について，偽装請負，日雇い派遣と 
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いった問題が行政の対応を促し，有期労働契約を
規制する実定法上の対応がいよいよ実現しようと
している。こうした事態と大震災を経た状況とを
踏まえた場合の法制度のありかたはどのように整
序されるであろうか。

まず，2007 年改正になるパート労働法は，パー
トタイム労働者のうち，労働時間と仕事の内容な
どが正規従業員と同様である者については時間当
たり賃金も差を設けないようにすることを使用者
に求める規定を置いた。具体的には，職務，人材
活用の仕組み，契約期間の 3 つの要件が正規従業
員と同様であるか否かにより，賃金，教育訓練，
福利厚生などについてどのように処遇をそろえる
かを細かく規定している。この改正では，たとえ
ば正規従業員の所定労働時間が 8 時間である職場
において，仕事の内容が正規従業員と同様であり
つつ労働時間が 6 時間であるようなパートタイ
マーについては，均等待遇は努力義務にとどまる
など，実際の効果は大きいとはいえないが，その
趣旨を生かす人事管理が普及することが期待され
ている。また，2007 年の厚生年金法の改正によ
り，1 年以上勤務していて 1 週間の労働時間が 20
時間以上あり，月収 9 万 8000 円（年収で約 118 万円）
以上である場合には，パートタイマーであっても
厚生年金に加入できることとされている。しか 
し，従業員 300 人以下の中小企業については当面
の適用が除外されているため，実際に厚生年金
に加入する労働者は 20 万人未満であろうと見込
まれている 7）。上記のような対応は，パートタイ 
マーの就く業務の重要性を高め，家庭を形成しな
がら職業人生を展望できるための重要なステップ
であるが，その方向は特定企業内の処遇の均衡に
ある。しかし，パートタイマーはむしろ所属企
業に対する帰属の度合いが正社員より低く，比較
的流動性もあるという特徴も生かすべきであろ
う。企業への要請としては，パート労働者に対す
るキャリア形成の機会の提供であり，むしろ年休
制度の十分な適用や資格取得休暇などを用意する
こと，職務に見合った賃金を提供することなどに
ウエイトが置かれるべきであろう。これに比べれ 
ば，解雇規制を正社員と全く同様に及ぼすことや
人事管理を正社員と同一にすること等は必ずしも

最優先の課題ではないといえよう。
つぎにワークライフバランスの理念との関係で

は，育児介護休業法の内容が充実し，21 世紀に
入ってからは，日々雇用の労働者にも育児休業
が取得できる道が開かれたほか，育児・介護休
業の取得を理由とする不利益取扱が禁止され，介
護休業を複数回に分けて取得できるようになった
こと，雇用保険からの育児・介護休業期間中の手
当支給が拡充されたことなど，労働者が育児・介
護休業を取りやすくする方向への改正が進んだ点
が注目される。子育てや私的時間の確保，職業生
活と私的生活の調和がまだまだ確立されていない
日本にあって，WLB の実現のために多彩な政策
対応を展開することは不可欠である。他方で，突
発的で大規模な災害に直面した場合の対応として
は，現在の労基法 19 条及び 20 条による天災事変
の場合の特例を拡充したうえで，たとえば育児介
護休業中の労働者の保護のために復帰ないし再就
職の優先措置をほどこすことなどが考えられよう。
（3）非正規労働者をめぐる政策対応
非正規労働者への対応については，中心的な類

型であるパート労働者，派遣労働者，有期雇用労
働者のそれぞれについてここ数年でいくつもの展
開がみられた。このうちパート労働者については，
パート労働法の改正により人事上の位置づけや労
働時間等の処遇により正規従業員との均衡処遇が
はかられ，かねてより指摘されていた同一価値労
働同一賃金の理念に沿った制度改正が進められて
いる。派遣労働者については，日雇派遣労働者も
日雇労働者求職者給付金が受けられるよう情報の
普及とハローワークの対応整備が進められたほ
か，いわゆる派遣切りをめぐる争いにつき判例法
理が確立されつつある（三都企画事件（大阪地判平
18・1・6 労判 913 号 46 頁）ほか）。また有期労働
契約については，2011 年暮れに労働政策審議会
の建議が出され，判例法理として確立している雇
止め法理を労働契約法に明記するほか，反復更新
を繰り返して 5 年を超えた場合には期間の定めの
ない労働契約に転化させる形成権を労働者に付与
する規定を労働契約法に設ける方向が示されてい
る。いずれも急増する非正規労働者の雇用の安定
や処遇の向上を実現するための効果的な措置であ
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るが，災害対応との関係では，むしろ非正規労働
者のキャリア形成に力点を置いた政策メニューへ
と一定の転換を図る必要がある。すなわち，一方
で，特定企業で雇用を維持させる方向の規制が，
非正規労働者が離職せざるを得なくなった場合の
スムーズで不利益の少ない転職の可能性を低下さ
せるものであってはならないし，他方で，非正規
労働者であることによるキャリア形成のハンディ
をできるだけカバーする制度形成も急がれねばな
らない。特に後者については，正社員登用の可能
性を開かないのであれば，使用者には，非正規労
働者の兼職や資格取得のための時間確保を尊重さ
せるルールを設定すべきであるし，行政は非正規
労働者のキャリアアップのためのメカニズムを広
範に構築することが求められる。
（4）労働市場の活性化と格差是正への取り組み
雇用形態や就労形態の多様化により，できるだ

け多彩な就労メニューを提供することとともに，
可能な限り労働市場に参入しやすい環境を整備す
ることも必要とされるようになった。また，高齢
者や女性などのみならず，フリーターやニートと
いったカテゴリーに属する無業者・不安定雇用の
労働者を労働市場に導き，社会的格差を是正する
ための工夫も不可欠となっている。こうした背景
から，雇用保険法や雇用対策法など労働市場のコ
ントロールを主要な役割とする法令が繰り返され
るとともに最低賃金法など労働者の生活を下支え
する法律の改正も行われている。その動向を今後
に向けてどう設計するかについても，震災後の労
働法制のありかたを念頭に置いた対応が必要とさ
れている。

まず近年の動向をみると，雇用保険法は失業の
救済や雇用福祉の充実といった従来の中心的機能
を転換し，それまでの雇用三事業（雇用安定事業，
能力開発事業，雇用福祉事業）のうち雇用福祉事業
を廃止したほか，2007 年には保険料率を 1.6％か
ら 1.2 ％に引き下げ，育児休業に対する手当の支
給を休業前賃金の 50％に引き上げるなどの改正
を行っている。さらに求職者給付の要件である被
保険者期間について，パートタイマーと一般被保
険者との区別をなくすことや，教育訓練給付につ
いて給付金の上限を下げるとともに受給要件と

しての被保険者期間を 3 年から 1 年に引き下げ， 
「薄く広く」受給者を募る方向を目指すなどの制
度変更も行われている。

これに加え，2011 年には長らく待望されてき
た求職者支援法が成立し，雇用保険による給付対
象とならない求職者に対して生活支援，職業訓
練，職業紹介を体系的に支援するシステムが構築
された。これは，ドイツなどにおける求職者基礎
給付の考え方に類似した理念にもとづき，フリー
ター，ニート，新卒未就職者など雇用保険の保険
金負担期間が不足して給付要件を満たしえない労
働者や，不況などにより自営業を廃止した人々等
をターゲットとして，ハローワークへの届け出に
より，毎月 10 万円（世帯主は 12 万円）の生活費
を支給されたうえで，ハローワークにおける相談
を経て志望する訓練コースに申込み，職業訓練を
受けることとなる。訓練終了後は訓練機関とハ
ローワークと本人との協力によって職業紹介も行
われるところまで含めたシステムである。これに
ついては，支援を受けうる要件が本人月収 8 万円
以下，世帯月収 25 万円以下であったり，訓練期
間中は原則として全カリキュラムに出席し病欠な
ど認定されうる事態による欠席でも 2 割を超えれ
ば訓練修了資格を失うなど，厳しい条件が前提と
なっていることなどに批判もあるが，もともとこ
の制度は，安定した雇用を享受していた労働者が
勤め先の倒産などで失業してしまった場合など雇
用保険が想定する労働市場への復帰支援とは異な
り，雇用保険の適用さえ受けられずに失業状態に
置かれ，そのまま労働市場へのアクセスができな
いままになってしまうような労働者に，緊急的に
まずは就労の可能性を確保させようという趣旨で
設けられたものである。したがって，支援の条件
や就労までのプロセスが一定の厳格さをともなう
ことは当然である。

この求職者支援制度は，大規模災害を想定した
労働市場政策において要の一つと位置づけられう
る。一挙に大量に発生する失業者については，前
述の「日本はひとつ」しごとプロジェクトのよ
うな緊急の対応ももちろん必要であるが，恒常的
に労働市場へのアクセスメニューが用意され，弾
力的で展望のある就労可能性が開かれていること
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はいっそう効果的に作用するであろう。求職者支
援制度は 2011 年 4 月より施行されているが，こ
の制度が軌道に乗れば，たとえば，雇用保険と緊
急的制度ではカバーしきれない失業者に対して求
職者支援制度を時限的に拡大し，壊滅的打撃をこ
うむった産業からの労働力の転換を目した訓練メ
ニューを多彩に提供することも可能になろう。

こうした対応を可能にするためには，求職者支
援の財源は公費でまかなうべきであり，現在のよ
うに保険システムにより雇用保険から拠出する暫
定措置は予定通り 3 年後に撤廃されるのが筋であ
ろう。

Ⅳ　総合的労働市場政策への道

1　段階的労働市場の可能性

近年の日本の就業構造には，いくつかの特徴が
みられる 8）。第一に，就業者数は全体として長期
的に減り続けている。当然ながら多くの産業部門
で減少しているが，特に建設，製造部門でその傾
向が著しい。しかし宿泊業・飲食サービス業と医
療・福祉業では若干の漸増が見られる。すなわち，
必ずしも長期雇用システムを核としない産業部門
の就労者数が伸びており，このことが非正規労働
者増加の一因となっていることは十分に予想され
る。第二に，失業者の求職理由のうち 3 分の 1 は
自己都合退職からの転職であるが，勤め先都合に
よる離職と定年・雇用期間満了とが 37 ％を占め
ている。一方では良質の雇用が少ないことなどか
ら長期の就労意欲を持てない状況があること，ま
た昨今の厳しい経済状況や，有期雇用労働者の増
加・定年後生活不安の増大が反映していると想定
することが可能である。第三に，失業率を家族と
の関係でみると，世帯主と世帯主の配偶者の失業
率は 3 ％未満にとどまっているものの，世帯にお
けるそれ以外の家族は 8 ％を超え，単身者の失業
率は約 6 ％となっている。この点は，新卒未就職
者やフリーターなどの増加の影響が予想できると
ともに，及び安定した収入の見込みがないために
世帯形成ができにくいという事情もみてとること
が可能であろう。

以上の実態は，安定雇用を前提とした雇用保険

制度の限界を裏づけるのみならず，就職・再就職
がしにくい求職者が一定の層を形成しつつあるこ
とを想定させる。

このような現状に，大規模災害の可能性を織り
込んで考えると，日本においてさしあたり明らか
に必要な方向は，雇用の固定化や労働者層の正規
＝非正規という構造化を解消し，就労可能性の大
幅な拡大と労働市場の段階的な再構成である。

2　今後の労働市場政策

まず，現在の労働市場は，安定した雇用を享受
できる労働者層が徐々に縮小し，有期雇用，日雇
い派遣，アルバイトなど，相対的には低賃金で不
安定な労働者層が増大しているとみられ，以下の
ように図示することが可能であろう。

第一労働市場

（正社員，長期雇用，税・保険負担）

図　日本の労働市場の構図

失業

（下層）
日雇派遣，フリーター，ニート，

（上層）
正社員予備型契約社員，スキルド
パート，高技能派遣 etc

第二労働市場

すなわち，日本の場合には，安定雇用を基盤と
する，いわば「第一労働市場」のキャパシティー
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が急速に収縮する事態に対して，非正規労働者の
多数が所属し，賃金等の処遇において必ずしも良
質とはいえない，いわば「第二労働市場」が存在
し，かつここにも所属しえない失業者・求職者が
増加しているのである。そこで求められるのは，
この第二労働市場が，一方ではクッションとなっ
て失業者の急増を避ける役割を果たすとともに，
良質な雇用の機会への準備段階という機能をも果
たすことである 9）。

そこで将来を見据えた長期的政策の中心となり
うるのは，第一に，求職者に対して，可能であれ
ば第一労働市場へ，それが無理でもまずは第二労
働市場に参入するルートを提供することであり，
今般の雇用保険改革と恒久的求職者支援政策は，
主としてここに対応する。おそらく，第一労働市
場から直接失業した人々にはなお雇用保険の機能
は大きいであろうが，第二労働市場からの離職者
には，恒久的求職者支援制度は有効な役割を果た
すはずである。第二に，第二労働市場から第一労
働市場へのルートの設定が不可欠である。たとえ
ば求職者支援法の中心的なモデルとなったドイツ
も，何とか第二労働市場まで呼び込んだ労働者 
に，さまざまなメニューで職業能力の向上と職業
紹介の機会を提供し，第一労働市場にステップ
アップさせようとしている 10）。日本でも，第一
労働市場から第二労働市場への移動を余儀なくさ
れた労働者を，さらに失業に移行することを阻止
し，再び第一労働市場へ復帰させるために，大掛
かりなグランドデザインが必要とされている。そ
の根幹は，職業訓練システムの広汎な提供であり，
キャリアコンサルティングの大規模な展開であろ
う。第三に，非雇用就労の機会を大幅に拡大する
ことである。一般的な起業支援に加え，前述のよ
うに NPO やマイクロビジネスなどをより簡便に
立ち上げ，運営することができるよう制度の整備

を行うべきであるし，労働者協同組合法を早期に
成立させることが求められる。そして最後に，雇
用契約法の制定も急がれねばならない。現在の労
働契約法は，さまざまな事情からきわめて小規模
な法律にとどまっているが，民法債権法の抜本的
改正の機運に併せ，民法における雇用契約の規定
部分を削除したうえで，労働契約とこれに近接な
いし隣接する形態の労務給付契約を雇用契約とし
て再定義し，非正規労働者や形式的に委託等の契
約で就労する多くの労働者への法的対応を確立す
ることが望まれるのである。
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